
第３回産業廃棄物最終処分場の整備に関する基本方針検討委員会の概要について 

（H25.1.30_資源循環推進課） 

 

１ 開会（10：00） 

  議事に先立ち、委員の交代に関する紹介及び本日の会議の進め方について事務局から説明した。 

 

２ 議事 

 (1) 基本方針提言案の内容協議 

   事務局からの説明の後、次の質疑があった。 

 

  委 員＞提言案２頁の終わりから３頁の修正個所について、修正後の繋がりを確認したい。 

  事務局＞提言案のとおり説明。 ⇒ 委員、了。 

 

  委 員＞付属資料の扱いはどうなるのか。 

  事務局＞提言書に付属する資料ではなく、今後、県が策定する基本方針の付属資料とする。提言

書を作成するためのバックデータとして説明したものであり、提言書に付属する想定では

ない。 

 

  ※ 上記のほか、委員から格助詞の修正、助詞の追加、時制の修正意見があり、事務局からは意

見のとおり修正する旨回答した。 

 

  ※ その他、意見はなく、提言案は了承された。 

 

 (2) 今後のスケジュールについて 

   事務局から説明後、次の質疑があった。 

 

  委 員＞以前、この委員会でも基本方針案は出されていなかったか。 

事務局＞本委員会では、第１回では基本方針としていたが、第２回では委員会から提言を受け

て県が方針を策定する形にしたいことから提言案と改めた。したがって、基本方針は県

において策定するが、今回の提言に即した内容にしたいと考えている。また、庁内で意

見照会するほか、各委員にも内容の確認をお願いしたいと考えている。 

 

委 員＞津波災害によって既存の処分場の容量が減ったことから、国に対して特例措置を考える

ように何らかの形で要望願いたい。 

事務局＞提言の最後にも記載してあり、その趣旨で提言をいただくこととなる。現在、県として

も国へ働きかけているが、実際の整備場所が決まらなければ検討できないとの回答を得て

おり、今後も働きかけていく。 

 

３ その他 

  特になし。 

 

４ 閉会（10：30） 

 


